
１
　
は
じ
め
に

平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
、
全
国
の
証
券
取
引
所
が
共
同
で
発
表
す
る
「
株
式
分
布
状
況
調
査
」
の
平
成
二
三
年
度
の
結
果
が
発

表
さ
れ
た
（
１
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
外
国
法
人
等
（
２
）

の
株
式
保
有
比
率
は
二
六
・
三
％
で
あ
り
、
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投

資
部
門
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
が
米
国
株
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
証
券
法
に
よ
っ
て
、
米
国
市
場

に
上
場
し
て
い
な
い
日
本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
い
う
形
式
で
の
登
録
が
義

務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
近
年
、
企
業
の
大
型
合
併
が
続
く
中
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
の
た
め
の
事
務
費
用
が
増
大
し
、
登
録

書
類
作
成
の
時
間
が
か
か
る
た
め
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大
幅
に
遅
れ
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。

ま
た
、
既
存
株
主
保
護
な
ど
の
理
由
か
ら
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
実
施
に
関
し
て
は

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
３
）。

本
稿
で
は
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

２
　
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
対
応
す
る
国
内
企
業
の
合
併

平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
平
成
二
三
年
度
の
「
株
式
分
布
状
況
調
査
」
に
よ
る
と
、
外
国
人
株
主
等
の
株
式
保
有
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
連
す
る
問
題

福
本
　
　
葵



比
率
は
二
六
・
三
％
で
あ
り
、
三
年
ぶ
り
に
低
下
し
た
。

し
か
し
、
平
成
一
七
年
か
ら
こ
れ
ま
で
、
二
六
％
を
切
っ

た
の
は
、
平
成
二
〇
年
の
一
年
の
み
で
あ
り
、
外
国
人
株

主
は
、
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投
資
部
門

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
、
企
業
の
大
型
合
併
が
増
加
し
て
い
る
が
、

米
国
の
一
九
三
三
年
証
券
法
は
、
米
国
に
居
住
す
る
投
資

家
を
保
護
す
る
た
め
、
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
な
い
日

本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
で
あ
っ
て
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

に
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
合
併
等
の
際
、
フ
ォ
ー

ム
Ｆ
４
対
応
の
た
め
の
国
内
外
の
弁
護
士
費
用
や
米
国
会

計
基
準
に
対
応
し
た
会
計
資
料
作
成
費
用
等
が
か
か
る
上

に
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態
が
発
生

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
日
本
石
油
と
新
日
鉱
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス
は
、
当
初
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
予
定
し
て
い

た
共
同
持
株
会
社
の
設
立
を
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
対
応
の
た

め
に
、
半
年
延
期
し
、
二
〇
一
〇
年
四
月
と
す
る
と
発
表

（48）

表１　近年のフォームF4登録の国内企業同士の大型合併

（2009年３月31日日本経済新聞朝刊、2011年１月21日、日本経済新聞朝刊および各社プレスリリース
により作成）

社　名

三井住友フィナンシャ
ル・グループ・プロミス

2012年４月
三井住友フィナンシャル・グループによるプロミ
スの株式交換による完全子会社化

実施時期 経営統合・再編の方法
第一三共 2005年９月 三共と第一製薬が共同持株会社を設立（株式移転）

トヨタ自動車・関東自
動車工業

2012年１月
トヨタ自動車株式会社の株式交換による関東自動
車工業の株式交換による完全子会社化

三菱UFJ 2005年10月 三菱東京FGがUFJを吸収合併
三井住友海上 2008年４月 三井住友海上が単独で持株会社を設立（株式交換）
三井住友海上・あいお
い損保・ニッセイ同和

2010年４月 株式交換によって、経営統合

新日石・新日鉱HD 2010年４月
新日石と新日鉱HDが共同持株会社JXHDを設立
（株式移転）

損保ジャパン・日本興
亜

2010年４月
損保ジャパンと日本興亜が共同持株会社NKSJHD
を設立（株式移転）

中央三井・住友信託 2011年４月

既に持株会社となっていた中央三井トラストHD
が住友信託銀行と株式交換し、三井住友トラスト
HDに名称変更。次に中央三井トラスト傘下の信
託銀行と住友信託銀行を合併

パナソニック・三洋電
機・パナソニック電工

2011年４月
パナソニックによる三洋電機およびパナソニック
電工の株式交換による完全子会社化



し
た
（
４
）。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
登
録
届
出
書
の
レ
ビ
ュ
ー
期
間
は
、
問
題
が
な
く
て
も
三
ヶ
月
程
度
か
か
る
。
そ
の
他
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録
す

る
と
な
る
と
、
日
本
の
会
計
基
準
で
は
な
く
、
米
国
会
計
基
準
（U

.S.G
A

A
P

）
に
対
応
し
た
会
計
書
類
を
作
成
す
る
義
務
を
負
う
。

既
に
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
る
企
業
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
登
録
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
対
応
済
み
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
企

業
は
こ
れ
ら
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

３
　
Ｓ
Ｅ
Ｃ
よ
り
提
出
を
求
め
ら
れ
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４

で
は
、
日
本
企
業
同
士
の
合
併
に
際
し
て
も
求
め
ら
れ
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

米
国
の
一
九
三
三
年
証
券
法
第
五
条
Ｃ
は
、
す
べ
て
の
証
券
の
募
集
（offering

）
や
売
り
出
し
（sales

）
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
通
常
の
募
集
や
売
り
出
し
だ
け
で
な
く
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
や

合
併
等
で
、
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
が
、
対
価
と
し
て
株
式
を
発
行
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
三
三
年
証
券
法
規
則
一
四
五
に
は
詳
し
い
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
株
式
交
換
を
伴
う
吸
収
合
併
、
新
設
合
併
、

株
式
移
転
、
株
式
交
換
等
で
株
主
が
承
認
の
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
や
反
対
株
主
が
買
取
請
求
権
（appraisal

rights

）
を
行
使

で
き
る
な
ど
、
株
主
に
よ
る
投
資
判
断
が
可
能
な
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
登
録
が
必
要
な
取
引
と
な
る
（
５
）。

４
　
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
の
適
用
除
外
条
件
・
規
則
八
〇
二

前
述
の
よ
う
に
、
日
本
国
内
に
お
け
る
株
式
交
換
に
よ
る
合
併
等
の
際
で
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
求
め
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
必
要
と

す
る
場
合
が
あ
る
（
６
）。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
一
九
三
三
年
証
券
法
規
則
八
〇
二
条
に
よ
る
免
除
条
件
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
買
収
会

社
の
米
国
居
住
株
主
の
比
率
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
海
外
民
間
発
行
体
に
つ
い
て
は
、
登
録
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
７
）。

こ
の
免

（49）



除
条
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
発
行
会
社
自
身
が
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
調
査
を
一
〇
％
テ
ス
ト
と
い
う
。
米
国

所
有
者
に
は
、
名
義
上
の
株
主
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
所
有
者
も
含
ま
れ
る
。

規
則
八
〇
二
は
、
海
外
民
間
発
行
体
の
募
集
ま
た
は
証
券
の
交
換
を
伴
う
企
業
結
合
等
に
関
す
る
例
外
で
あ
る
。
規
則
八
〇
二
に

よ
り
、
一
九
三
三
年
証
券
法
五
条
に
規
定
す
る
海
外
民
間
発
行
体
の
企
業
結
合
に
関
す
る
株
式
の
交
換
や
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
・
オ
フ

ァ
ー
（
８
）

に
お
け
る
募
集
ま
た
は
売
却
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
せ
ば
、
登
録
が
免
除
さ
れ
る
。

①
米
国
保
有
者
の
保
有
制
限

米
国
保
有
者
が
発
行
済
株
式
総
数
の
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
。

②
米
国
保
有
者
に
対
す
る
平
等
な
取
扱

規
則
八
〇
二
の
適
用
免
除
は
、
対
象
な
る
株
式
の
他
の
保
有
者
と
同
等
以
上
の
条
件
で
、
米
国
保
有
者
が
株
式
交
換
取
引
へ
の
参

加
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
募
集
者
は
、
登
録
お
よ
び
法
的
管
轄
地
以
外
の
株
式
保
有
者
に
対
し
、
証
券
の
提
供
を
す

る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
代
替
す
る
現
金
の
提
供
す
る
選
択
肢
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
情
報
を
提
供
す
る
文
書

¡．

情
報
提
供
者
が
株
式
交
換
や
合
併
等
に
関
す
る
情
報
提
供
文
書
を
当
該
株
式
保
有
者
に
対
し
て
発
行
ま
た
は
配
布
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
情
報
提
供
者
は
、
発
行
ま
た
は
配
布
し
た
日
の
翌
営
業
日
ま
で
に
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
の
形
式
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
、
そ
の
後
の

改
正
を
含
め
そ
の
情
報
提
供
文
書
を
英
語
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
提
供
者
が
外
国
企
業
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
米

国
に
お
け
る
手
続
き
を
遂
行
す
る
代
理
人
を
選
任
す
る
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
の
提
示
を
行
う
と
同
時
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
、
フ
ォ
ー
ムF

-

X

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
９
）。

™．

情
報
提
供
者
は
、
そ
の
後
の
改
正
を
含
め
情
報
提
供
文
書
を
英
語
で
、
そ
の
会
社
の
自
国
に
お
い
て
、
株
式
保
有
者
に
提
供
さ

（50）



れ
る
情
報
と
比
較
可
能
な
基
準
に
基
づ
き
、
米
国
株
主
に
対
し
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

£．

情
報
提
供
者
が
自
国
に
お
い
て
出
版
（
例
え
ば
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
や
新
聞
）
に
よ
っ
て
情
報
を
配
布
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
米

国
に
お
い
て
も
、
米
国
保
有
者
に
対
し
当
該
取
引
を
告
知
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
意
図
さ
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
情
報
を
出

版
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
英
訳
し
た
同
等
の
内
容
を
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
や
例
え
ば
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
な
ど
の
全
国
紙
に

対
し
提
供
す
る
）。

④
注
意
書
き
（
レ
ジ
ェ
ン
ド
）

以
下
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
（
注
意
書
き
）
ま
た
は
同
等
の
説
明
が
、
適
用
可
能
な
範
囲
で
、
明
確
に
か
つ
簡
易
な
言
語
で
、
情
報
提
供

者
が
米
国
保
有
者
に
対
し
て
出
版
ま
た
は
配
布
す
る
情
報
提
供
文
書
の
表
紙
ま
た
は
特
に
目
立
っ
た
部
分
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
の
内
容
と
は
、「
株
式
交
換
ま
た
は
合
併
が
外
国
会
社
の
証
券
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
情
報
提
供
が
ア
メ
リ
カ
と

は
異
な
る
外
国
の
情
報
開
示
要
件
の
規
制
を
受
け
て
い
る
。
文
書
に
含
ま
れ
る
決
算
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
決
算
書
に

相
当
し
な
い
外
国
の
会
計
基
準
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
証
券
法
で
は
与
え
ら
れ
る
要
求
や
権
利
を
実
行
す
る
こ
と
が
難

し
い
場
合
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
発
行
会
社
は
外
国
に
所
在
し
て
お
り
役
員
ま
た
は
取
締
役
の
全
て
ま
た
は
一
部
が
外
国
人
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
米
国
証
券
法
違
反
に
よ
っ
て
外
国
の
裁
判
所
で
外
国
の
会
社
ま
た
は
そ
の
役
員
ま
た
は
取
締
役
を
告
訴
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
外
国
会
社
と
そ
の
系
列
会
社
に
米
国
の
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
強
要
す
る
こ
と
は
難
し
い
場

合
が
あ
る
。
発
行
者
が
株
式
交
換
以
外
の
方
法
で
証
券
を
購
入
す
る
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ば
公
開
市
場
で
購
入
し
た
り
、
個
人
的

に
交
渉
し
て
購
入
す
る
）
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。（
買
収
対
象
会
社
ま
た
は
そ
の
役
員
に
対
し
、
米
国
証
券
法
に
基

づ
く
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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５
　
規
則
八
〇
二
が
求
め
る
一
〇
％
テ
ス
ト

（
１
）
一
〇
％
テ
ス
ト
の
概
要

規
則
八
〇
二
で
は
、
米
国
に
居
住
す
る
証
券
の
所
有
者
を
意
味
す
る
米
国
所
有
者
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ム

Ｆ
４
の
提
出
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
米
国
所
有
者
の
保
有
割
合
が
一
〇
％
以
下
か
ど
う
か
を
調
べ

る
テ
ス
ト
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
米
国
所
有
者
と
は
米
国
に
居
住
す
る
証
券
の
所
有
者
を
意
味
す
る
。
米
国
所
有
者
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
株
式
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
算
定
す
る
。
所
有
は
実
質
株
主
ベ
ー
ス
で
行
う
。

（
２
）
一
〇
％
テ
ス
ト
の
方
法

一
〇
％
の
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、17C

F
R

（C
C

ode
ofF

ederalR
egulations

）
の§230.800

に
規
定
が
あ
る
。

①
調
査
期
間

Ｍ
＆
Ａ
を
公
表
し
た
日
の
六
〇
日
前
か
ら
三
〇
日
前
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
任
意
の
日
を
基
準
日
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
内

に
お
い
て
も
計
算
が
で
き
な
い
場
合
、
公
表
の
一
二
〇
日
前
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
対
象
証
券

米
国
所
有
者
の
株
式
保
有
数
を
計
算
す
る
際
に
は
、
公
開
買
付
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
証
券
に
転
換
ま
た
は
交
換
で
き
る

A
m

erican
D

epositary
Shares

も
含
め
る
。
ワ
ラ
ン
ト
や
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
公
開
買
付
の
対
象
と
な
る
他
の
証
券
の
類
型

は
計
算
に
含
ま
れ
な
い
（
10
）。

ま
た
、
公
開
買
付
ま
た
は
合
併
に
お
い
て
、
買
収
者
が
保
有
す
る
証
券
（
自
己
株
式
）
お
よ
び
対
象
会
社

が
保
有
す
る
株
式
は
含
ま
れ
な
い
（
11
）。
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③
計
算
方
法
、
対
象
者

保
有
判
断
を
計
算
す
る
際
に
は
原
則
と
し
て
株
主
名
簿
に
従
う
。
ま
た
、
取
引
所
法
下
の
規
則12g3-2(a)

に
規
定
の
あ
る
計
算
方

法
を
用
い
る
（
12
）。

た
だ
し
、
米
国
、
買
収
対
象
会
社
の
設
立
準
拠
法
地
、
ま
た
は
買
収
対
象
会
社
の
株
式
の
主
た
る
取
引
地
の
い
ず
れ

か
に
所
在
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
銀
行
お
よ
び
ノ
ミ
ニ
ー
が
名
義
上
の
株
主
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
実
質
所
有
者

と
し
て
米
国
株
主
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
調
査
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
名
義
上
の
株
主
に
対
し
て
紹
介
を
行
う
方
法
に
よ
り
、
実
質

所
有
者
の
特
定
に
関
す
る
合
理
的
な
調
査
（reasonable

inquiry

）
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

④
合
理
的
な
調
査

合
理
的
な
調
査
を
行
っ
て
も
米
国
の
顧
客
口
座
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
の
目
的
に
従
っ
て
、

ノ
ミ
ニ
ー
の
主
た
る
営
業
所
の
住
所
を
実
質
所
有
者
の
居
住
地
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
公
の
情
報

実
質
的
所
有
者
に
つ
い
て
の
公
的
に
提
出
さ
れ
た
報
告
ま
た
は
別
の
方
法
に
よ
っ
て
知
り
え
た
情
報
が
、
証
券
が
米
国
居
住
者
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
時
、
米
国
所
有
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
証
券
の
保
有
比
率
を
算
定
す
る
。

⑥
対
象
証
券
の
発
行
人
ま
た
は
対
象
会
社
と
の
契
約
に
よ
り
公
開
買
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
関
連
会
社
以
外
の
者
よ
っ
て
証
券

法230.802

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
公
開
買
付
に
対
し
て
は
、
対
象
証
券
の
発
行
人
は
、
海
外
の
民
間
発
行
人
お
よ
び
米
国
所
有
者
は

一
〇
％
以
下
の
株
式
を
保
有
す
る
と
み
な
す
。

⑦alternate
test

（
代
替
テ
ス
ト
）

証
券
法
に
基
づ
く
株
式
公
開
買
付
を
含
む
株
主
割
当
増
資
お
よ
び
合
併
の
際
に
、
発
行
会
社
が
米
国
所
有
の
分
析
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
対
象
証
券
の
主
た
る
取
引
所
が
米
国
外
に
あ
る
限
り
、
対
象
証
券
の
発
行
会
社
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
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外
国
民
間
人
お
よ
び
米
国
所
有
者
が
一
〇
％
以
下
の
株
式
を
保
有
す
る
と
推
定
で
き
る
（
13
）（

こ
の
方
法
をalternate

test

と
い
う
）。

６
　
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ォ
リ
ン
グ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
問
題

（
１
）
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
発
行
会
社
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
義
務
の
概
要

平
成
二
三
年
五
月
一
七
日
、「
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
成
立
し
た
。
こ
の
改
正
法
に
は
、
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
る
増
資
（
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
）
に
係
る
開
示

制
度
の
整
備
に
関
す
る
改
正
が
含
ま
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
上
場
企
業
等
の
増
資
手
法
の
多
様
化
の
一
つ
と
し
て
、
ラ

イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
発
行
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

公
募
増
資
の
場
合
、
増
資
の
発
表
か
ら
発
行
価
格
決
定
ま
で
の
二
週
間
程
度
は
、
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
期
間
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
売
り
浴
び
せ
を
受
け
、
発
行
会
社
の
株
価
が
下
げ
ら
れ
る
事
態
が
発
生
し

て
い
る
（
14
）。

公
募
増
資
以
外
の
新
株
発
行
に
は
、
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
や
第
三
者
割
当
が
あ
る
が
、
第
三
者
割
当
は
公
募
増
資

と
同
じ
く
、
既
存
株
主
の
経
済
的
利
益
に
影
響
を
与
え
る
。
し
か
し
、
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
で
は
既
存
株
主
か
ら
の
払
込
が

な
い
場
合
、
発
行
会
社
は
必
要
な
資
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
払
込
を
行
わ
な
か
っ
た
株
主
の
経
済
的
利
益
を
損
ね
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
法
が
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
。

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
と
は
、
既
存
株
主
に
対
す
る
新
株
予
約
権
の
無
償
割
当
に
よ
る
増
資
で
あ
る
。
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ

を
割
当
て
ら
れ
た
株
主
は
、
こ
れ
を
行
使
し
、
行
使
価
格
の
金
銭
を
払
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
株
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
追
加
的
出
資
を
望
ま
な
い
株
主
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
得
る
こ
と
も
で

き
る
。
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こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
利
用
が
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
新
株
発
行
よ
り
も
時
間
が
か
か
る
な
ど
、

実
施
に
は
様
々
な
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
金
融
庁
で
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
た
め
、
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
下
に
、「
法
制
専
門
研
究
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。
当
研
究
会
は
、
平
成
二

三
年
九
月
一
六
日
、「
金
融
庁
・
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
、
法
制
専
門
研
究
会
報
告
〜
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お

け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。

そ
の
中
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
企
業
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
が
米
国
で
公
募
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
と
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
提
出
義
務
が
生
じ
る
が
、
日
本
の
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
発
行
会
社
が
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
を
回
避
す
る
た
め
の

方
法
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
前
述
の
規
則
八
〇
二
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
利
用
で
き
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
米
国
居
住
者
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な

い
。
ど
の
よ
う
な
会
社
で
も
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
欧
州
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
米
国
人
株
主
に

よ
る
新
株
予
約
権
の
行
使
を
一
律
不
可
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
米
国
証
券
法
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
募
集
」
が

行
わ
れ
な
い
た
め
に
、
登
録
義
務
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、
米
国
株
主
に
、
一
律
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
行
使
さ
せ
な
い
方

法
を
採
用
す
る
と
、
外
国
人
保
有
割
合
の
高
い
発
行
会
社
に
と
っ
て
は
、
十
分
な
資
金
調
達
が
で
き
ず
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ

の
成
功
を
妨
げ
る
要
因
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
会
社
法
上
の
株
主
平
等
原
則
に
違
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
米
国
以

外
に
も
同
様
の
規
制
が
課
さ
れ
る
国
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
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（
２
）
株
主
平
等
原
則

①
株
主
平
等
原
則
と
は

こ
こ
で
問
題
と
な
る
、
会
社
法
上
の
株
主
平
等
原
則
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

会
社
法
一
〇
九
条
一
項
は
、「
株
式
会
社
は
、
株
主
を
、
そ
の
有
す
る
株
式
の
内
容
及
び
数
に
応
じ
て
、
平
等
に
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
新
株
予
約
権
は
、
株
式
で
は
な
い
の
で
当
然
に
は
及
ば
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ブ
ル

ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
の
株
主
平
等
原
則
を
判
断
し
た
。
ブ
ル
ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件

決
定
は
、
買
収
防
衛
策
と
し
て
の
新
株
予
約
権
無
償
割
当
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
も
一
般
に
利
用
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
資
金
調
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
の
た
め
に
必
要
な

範
囲
で
の
相
当
な
取
扱
と
し
て
、
外
国
居
住
者
に
つ
い
て
異
な
る
取
扱
を
し
て
も
、
株
主
平
等
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も

な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
不
合
理
で
は
な
い
（
15
）。

②
必
要
性
と
相
当
性

し
か
し
、
株
主
平
等
原
則
に
抵
触
し
な
い
と
解
す
る
た
め
に
は
、「
資
金
調
達
手
段
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
必
要
性
」
と
「
権

利
行
使
を
制
限
さ
れ
る
株
主
の
利
益
と
の
関
係
で
の
相
当
性
」
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
資
金
調
達
手
段
と
し

て
利
用
す
る
た
め
の
必
要
性
」
と
は
、
米
国
居
住
株
主
に
一
律
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
行
使
さ
せ
な
い
と
す
る
と
、
米
国
証

券
法
に
基
づ
く
登
録
規
制
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
一
方
で
、
事
務
・
コ
ス
ト
負
担
を
要
し
、
円
滑
な
資
金
調
達
に
支
障
を
き
た

す
お
そ
れ
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
よ
る
資
金
調
達
を
行
う
た
め
に
、
行
使
制
限

を
利
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
権
利
行
使
を
制
限
さ
れ
る
株
主
の
利
益
と
の
関
係
で
の
相
当
性
」
と
は
、
新
株
予
約
権
を
市
場
で
売
却
で
き
る
な
ど
利
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益
を
確
保
す
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。（
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
行
使
を
制
限
さ
れ
て
い
る
米
国
居
住
株
主

の
よ
う
な
）
特
定
株
主
が
証
券
市
場
で
株
式
を
購
入
で
き
る
場
合
に
は
、
株
式
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
持
分
割
合
を
維
持
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
と
な
れ
ば
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
果
と
し
て
経
済
的
利
益
の
回
収
が
な
さ
れ

る
こ
と
ま
で
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
、
環
境
整
備
に
つ
い
て
発
行
会
社
が
合
理
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
と
い
え
れ
ば
足
り
る

と
す
る
も
の
に
意
見
が
別
れ
た
と
さ
れ
る
（
16
）。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
相
当
性
が
あ
る
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
実
務
的
に
は
、
親
株
の
流
通
量
を
見
て
判
断
し
、
親
株
が
十
分
に

流
動
的
で
あ
れ
ば
、
今
後
発
生
す
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
市
場
に
つ
い
て
も
流
動
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

③
株
主
総
会
決
議
は
必
要
か

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
権
利
行
使
に
関
し
て
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
が
必
要
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。

ブ
ル
ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件
の
最
高
裁
決
定
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
高
い
賛
成
を
得
て
可
決
さ
れ
た
。
既
存
株
主
が

差
別
的
な
扱
い
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
株
主
の
共
同
利
益
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
株
主
総

会
に
お
け
る
決
議
が
必
要
で
あ
る
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
後
の
ピ
コ
イ
事
件
で
も
株
主
総
会
決
議
は
必
要
と
な
さ
れ
て
い
な
い
（
17
）。

取
締
役
会
決
議
に
よ
り
差
別
的
新
株
予
約
権
無
償
割
当
を
行
っ
て
い
る
。

７
　
お
わ
り
に

近
年
、
外
国
法
人
等
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投
資
部
門
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
が
米
国
株
主

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
証
券
法
に
よ
っ
て
、
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
な
い
日
本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
に
も
か

（57）



か
わ
ら
ず
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
い
う
形
式
で
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
国
内
企
業
の
大
型
合
併
が
続

く
中
、
登
録
の
た
め
の
事
務
費
用
が
増
大
し
、
ま
た
、
登
録
書
類
作
成
の
た
め
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大

幅
に
遅
れ
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。

ま
た
、
資
金
調
達
の
多
様
化
と
し
て
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
実
施
に
関
し
て
は
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

経
済
産
業
省
が
発
表
し
た
「
日
米
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
報
告
書
」
に
お
い
て
も
数
年
に
渡
り
、
迅
速
な
組
織
再
編
の
阻
害
要
因

除
去
（
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
）
と
し
て
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
要
望
が
な
さ
れ
て
い
た
（
18
）。

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
米
国
居
住
株
主
に
対
し
、
一
律
行
使
を
制
限
す
る
方
法
で
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
回
避

す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
株
式
交
換
や
合
併
等
に
つ
い
て
は
、
回
避
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
発
行
会
社
が
米
国
市
場
に
積
極
的
に
上

場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
米
国
人
に
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
外
国

人
株
主
が
増
加
し
て
い
る
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
、
時
間
的
に
も
費
用
的
に
も
負
担
の
大
き
な
規
定
で
あ
る
。

注（
１
）

http://w
w

w
.tse.or.jp/m

arket/data/exam
ination/distribute/b7gje6000000508d-att/bunpu.pdf

（
２
）

外
国
法
人
等
と
は
、
外
国
の
法
律
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
、
外
国
の
政
府
・
地
方
公
共
団
体
及
び
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
、
並
び

に
居
住
の
内
外
を
問
わ
ず
日
本
以
外
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
を
い
う
。

（
３
）

「
金
融
庁
・
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
る
増
資
（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン

グ
」）
に
係
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
〜
」
平
成
二
三
年
一
月
一
九
日
。
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（
４
）

日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
一
一
年
一
月
二
一
日
。

（
５
）
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ev.,2007,pp149
（
６
）

フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
他
「
米
国
証
券
フ
ォ
ー
ムF

-4

に
お
け

る
組
織
再
編
取
引
の
登
録
」、
商
事
法
務
一
八
九
〇
号
、
四
〇
〜
四
八
頁
。

（
７
）

大
阪
証
券
取
引
所
と
東
京
証
券
取
引
所
の
合
併
の
場
合
、
大
証
が
存
続
会
社
、
東
証
が
消
滅
会
社
と
な
る
。
大
証
を
消
滅
会
社
（
被
買
収

会
社
）、
東
証
を
存
続
会
社
と
し
た
場
合
、
大
証
の
外
国
人
持
ち
株
比
率
が
六
六
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
提
出
義
務

が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
８
）

対
象
会
社
の
株
式
を
対
価
と
す
る
株
式
公
開
買
付
。

（
９
）

新
川
麻
他
「
日
本
国
内
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
へ
の
米
国
証
券
法
の
適
用
―
一
九
三
三
年
証
券
法
の
登
録
届
出
書
提
出
義
務
を
中
心
に
―
」

商
事
法
務
一
八
一
五
号
、
三
五
〜
四
六
頁
。
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
は
当
該
組
織
再
編
取
引
に
関
連
し
て
公
表
し
た
、
ま
た
は
買
収
対
象
者
の
株

主
に
交
付
し
た
「
情
報
提
供
書
類
」
の
英
訳
を
添
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｆ
４
よ
り
も
作
成
が
容
易
な
開
示
書
類
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ムF

-

X

は
米
国
内
に
お
け
る
送
達
用
代
理
人
を
選
任
す
る
た
め
の
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
類
は
一
般
に
、
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ａ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ

て
提
出
す
る
。

（
10
）

オ
プ
シ
ョ
ン
や
ワ
ラ
ン
ト
な
ど
は
対
象
会
社
の
株
式
に
交
換
さ
れ
得
る
証
券
な
の
で
計
算
に
含
ま
れ
な
い
。

（
11
）

二
〇
〇
八
年
規
則
改
正
前
は
、
一
〇
％
超
を
保
有
す
る
大
株
主
を
計
算
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に

よ
っ
て
こ
の
取
扱
は
排
除
さ
れ
た
。

（
12
）

規
則12g3-2(a)

は
、
取
引
所
法
第12(g)

に
基
づ
く
一
定
の
ク
ラ
ス
の
証
券
の
登
録
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
ク
ラ
ス
の
証
券
の
米
国
保
有
者
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が
三
〇
〇
名
よ
り
少
な
い
場
合
に
適
用
除
外
を
与
え
る
も
の
。
当
該
米
国
保
有
者
に
は
、
名
簿
上
の
保
有
者
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
保
有

者
も
含
ま
れ
る
。

（
13
）

alternate
test

の
規
定
は
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
Ｍ
＆
Ａ
取
引

に
つ
い
て
の
公
表
日
の
六
〇
日
前
を
終
期
と
す
る
一
二
ヶ
月
に
渡
る
全
世
界
で
の
対
象
会
社
株
式
の
一
日
平
均
取
引
高
で
あ
るA

verage

daily
trading

volum
e

test

（
Ａ
Ｄ
Ｔ
Ｖ
）
に
対
す
る
割
合
に
基
づ
い
て
、
米
国
所
有
者
の
保
有
比
率
を
推
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。

（
14
）

日
本
証
券
業
協
会
、
証
券
市
場
の
新
た
な
発
展
に
向
け
た
懇
談
会
、
第
二
回
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
フ
ラ
分
科
会
の
議
事
録
。

（
15
）

鈴
木
克
昌
他
「
ラ
イ
ツ
・
イ
シ
ュ
ー
の
実
務
上
の
諸
問
題
〔
下
〕」、
商
事
法
務
一
八
九
七
号
、
四
四
頁
。

（
16
）

小
長
谷
章
人
・
有
吉
尚
哉
「
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
―
法
制
専
門
研
究

会
で
の
審
議
と
報
告
書
の
概
要
―
」、
商
事
法
務
一
九
四
四
号
、
三
四
頁
。

（
17
）

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
二
号
　
二
七
三
頁
。
金
融
・
商
事
判
例
一
二
九
八
号
、
四
八
頁
。

（
18
）

二
〇
〇
九
年
日
米
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
報
告
書
、http://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/trade_policy/n_am

erica/us/data/

2009invtreport_jp.pdf

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）

（60）


